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2025.4.7 瀬谷区交流会 

◆「マンションの給排管の維持管理」 「配管保全センター」のＨＰより 

 

【給排管の維持管理の責任範囲は】 

・右図に示すように公道側は市、マンション 

  敷地内は管理組合となり修繕費用を負担 

  ・敷地内の共用部分は管理組合が専用部分 

   は区分所有者が管理し修繕費用を各負担 

  ・共用部分と専用部分の区分けは核管理組 

    合の状況により管理組合規約で定める 

  ・横浜市では給排水管更新に関する補助金 

    制度「老朽給水管改良促進事業」がある 

  ・国交省の標準管理規約で「共用部分の配 

   管の取替えと専有部分の配管の取替えを 

    同時に行うことにより、専有部分の配管の 

    取替えを単独で行うよりも費用が軽減さ 

    る場合にはこれらについて一体的に工事 

    を行うことも考えられる」とのコメントあり 

【給排管の漏水を始める時期は】 （目安） 

【配管の修繕相続周期は】 国交省－長期修繕ガイドライン‘（平成 30 年 9月改定） 

  

汚水管・雨水管の事例 

（給水管。ガス管もこれに

準ずる） 

・配管の種類や用途によって

寿命は変わる。特にキッチン

からの雑排水管－横引き管

の詰まりに注意 

・更生工事と更新工事はどち

らも必ず実施す事ではな

い。 



【共用部・専有部の配管を一斉に更新するための課題】 

標準管理規約第 21条のコメントに「共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを同時に行うことにより、専

有部分の配管の取替えを単独で行うよりも費用が軽減される場合には、これらについて一体的に工事を行うことも考

えられる」とあり、共用部・専有部の配管を一斉に更新することを計画する場合、以下の課題がある 

 ・修繕積立金の不足 

 ・管理規約上、専用部のみの工事は取り扱えない 

 ・部屋の広さやレイアウトの違いから工事費用の差が出る 

 ・取り換え済みの組合員からの不平が出る 

【専有部の配管を一斉更新するための管理規約の改定について】 

・修繕積立金の取り崩し⇒第 28条（3）に「専有部分に関する修繕」を追加 

・補償条件を上記条項に追加⇒「管理組合が実施する以前に組合員が実施していた場合は補償金を支払う」を追加 

・管理組合が係わる業務⇒「専有部内に属する専用配管の修繕」を追加  

【共用部の配管はいつ取替えるのか】 

・「漏水を一度たりとも許さないのか」、「いつまで住み続けるのか」の方針により保全費用は大きく異なる 

・現状は給排水管の修繕工事の実施割合は築 50年で 26%程度、築 40年で 20%程度（平成 30 年国交省調査） 

・築 40 年以上の配管の漏水は大部分が専有部で共用部は少なく排水管の立管が多い（配管センター調査） 

・排水立管（ライニング鋼管）の更新は漏水が起きた管の 1系統のみを更新又はその箇所だけ更新し長期間住み続ける 

・給排水管の材質がステンレスや樹脂系なら保全装置を取り付ければ、管の全面更新をする必要がないのでは 

【給排水管の保全装置】 

・流動式セラミックス方式の中でも実績のある「エルセ」という延命装置がある。エルセを設置することによる配管保全 

 費用を全体的に削減できる効果が期待できる 

◆ マンション長寿命化促進税制の運用改善（申告主体の追加）⇒ 令和７年４月１日施行  

・マンション管理組合の管理者等から必要書類の提出があり、要件に該当すると認められる場合には、区分所有者からの 

 申告書の提出がなくても、減額措置の適用を受けることができることとする見直しを行う 

《参考》 

・減税措置の概要 

 


